
　

医
療
費
控
除
と
は
、
そ
の
年
の
１
月
１

日
～
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
支
払
っ
た
医

療
費
の
合
計
が
10
万
円
（
総
所
得
金
額
が

２
０
０
万
円
以
下
の
人
は
総
所
得
金
額
の

５
％
）
を
超
え
た
場
合
に
、
超
え
た
分
の

医
療
費
を
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
く
（
控

除
す
る
）
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
所
得
税

額
を
軽
減
で
き
る
制
度
で
す
。
控
除
で
き

る
上
限
額
は
２
０
０
万
円
で
す
。
所
得
金

額
な
ど
を
基
に
算
出
す
る
翌
年
度
の
住
民

税
が
減
額
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
窓

口
で
支
払
っ
た
医
療
費
や
通
院
の
た
め
の

公
共
交
通
機
関
に
よ
る
交
通
費
、
治
療
目

的
の
市
販
薬
や
リ
ハ
ビ
リ
費
用
な
ど
で

す
。
本
人
だ
け
で
な
く
、
生
計
が
同
一
で

あ
れ
ば
、
同
居
・
別
居
を
問
わ
ず
家
族
の

分
を
合
算
で
き
ま
す
。

　

市
販
薬
に
つ
い
て
は
、「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

医
療
費
控
除

１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
て
高
額
に
な
っ
た
と
き
は
、

超
え
た
分
を
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
い
て
、
納
税
額
を
軽
減
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

年
間
の
医
療
費
10
万
円
超
な
ら

超
え
た
分
を
所
得
か
ら
差
し
引
く

健康保険
の手続き
早分かり

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
」（
医
療
費
控
除
の
特

例
）
を
使
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ

は
、
特
定
の
成
分
を
含
む
市
販
薬
（
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
等
）
の
購
入
額
が
年
間

１
万
２
０
０
０
円
を
超
え
た
場
合
に
、
超

え
た
分
（
上
限
額
８
万
８
０
０
０
円
）
を
、

所
得
金
額
か
ら
控
除
で
き
る
制
度
で
す
。

医
療
費
控
除
と
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

　

医
療
費
控
除
や
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
確
定
申
告

の
際
に
は
、
支
払
っ
た
医
療
費
の
内
容
が

分
か
る
よ
う
に
、
保
険
者
（
健
康
保
険
組

合
、
協
会
け
ん
ぽ
な
ど
）
か
ら
発
行
さ
れ

る
医
療
費
通
知
を
添
付
し
ま
す
。
医
療
費

通
知
に
記
載
さ
れ
な
い
分
は
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」を
作
成
し
て
提
出
し
ま
す
。

領
収
書
は
添
付
不
要
で
す
が
、
５
年
間
保

有
し
て
お
き
、、
税
務
暑
か
ら
求
め
ら
れ

れ
ば
提
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

確
定
申
告
は
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
た
電
子
申
告
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）
な
ら
ば
、い
つ
で
も
申
告
で
き
、

添
付
書
類
も
不
要
と
な
り
便
利
で
す
。
ま

た
、「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
」
を
利
用

す
る
と
、
医
療
費
通
知
情
報
を
自
動
で
取

得
し
、
確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
へ
自
動

入
力
し
て
く
れ
る
な
ど
さ
ら
に
効
率
的
で

す
。
な
お
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
は
事

前
の
設
定
が
必
要
で
す
。
確
定
申
告
に
関

す
る
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

ン
税
制
は
併
用

で
き
ず
、
ど
ち

ら
か
一
方
を
選

択
し
ま
す
。
ど

ち
ら
が
有
利
か

は
、
ケ
ー
ス
に

よ
っ
て
異
な
り

ま
す
の
で
、
試

算
し
て
み
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は

確
定
申
告
が
必
要

医
療
費
控
除
の
特
例

「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
」

　健康保険で給付される高額療養費や、出産育児一時金、生命保険などから支給される
入院給付金など、保険金で補填される額は医療費控除の対象外となります。
　保険金などで補填される額は、その給付の目的となった医療費の額を限度として差し
引かれます。引ききれない額が生じた場合でも、ほかの医療費から差し引かれることは
ありません。

健康保険の高額療養費や出産育児一時金などと
併用できるの？Q

A

控除額の計算方法

ワンポイント

●世帯当たりの年間の医療費が10万円超なら
　超えた分を所得から控除
●控除額の上限は200万円
●医療費控除を受けるには
　確定申告が必要

セルフメディケーション税制の対象となる
市販薬には、上記マークが付いています。

　医療費控除の対象になるのは、主に「治療」に関わる費用です。
　医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担分のほか、通院のための公共交通機関によ
る交通費、出産費用、治療目的の市販薬の購入費なども対象です。
　一方、予防を目的とした人間ドックや予防接種の費用、疲れを取るためのマッサージ
費用などは対象外となります。

医療費控除の対象となる医療費はどんなものですか？Q
A

●医療機関の窓口で支払う医療費
●処方薬の購入費　
●治療目的で購入した市販薬の購入費
●医療機関に行くための電車やバスなどの交通費
●入院時の食事代／やむを得ない差額ベッド代
●治療目的で作成された診断書代
●リハビリ費用　●介護費用（一部）　●出産費用
●松葉づえや車イスなどのレンタル・購入費用
●�健康診断・人間ドックなどで異常が見つかった場合の費用
●レーシック手術などの近視治療の費用器等の使用

医療費の対象となるもの

●�健康診断・人間ドックなど予防に関わる費用
●�予防接種の費用
●�治療目的でないマッサージ費用
●�ビタミン剤など、病気予防や疲れを取る目的
の薬の購入費
●�医療機関に行くために利用した自家用車の
ガソリン代／駐車場代
●�入院時に自ら選択した個室代／寝間着等の
レンタル費用
●�医療用ウィッグの費用
●�一般的なコンタクトレンズ・眼鏡の作成費用

医療費の対象とならないもの

医療費控除の額
（上限200万円）

実際に支払った
医療費の合計額

保険金などで
  補填される額※ 10万円＝ － －

セルフメディケーション
税制の控除額

（上限8万8,000 円）

対象の市販薬
（スイッチOTC医薬品等）

の購入額
保険金などで

  補填される額※ 1 万2,000 円＝ － －

〈例〉・医療機関の窓口で支払った 1 年間の医療費の額…70,000円
　　・ドラッグストア等で 1 年間に購入したスイッチOTC医薬品等の額…40,000 円   ※保険金などで補填される額はなし

医療費控除の額：（70,000 円＋40,000 円）－100,000 円＝10,000円
セルフメディケーション税制の控除額：40,000円－12,000 円＝28,000円

いずれかを選択

※その給付の目的となった医療費の額を限度として差し引く。


